
しない！させない！不法投棄

美しい日置の環境づくりが不法投棄防止につながる

日置地区まちづくり協議会 防災環境部会

不法投棄防止啓発活動

不法投棄とは・・・
廃棄物(ごみ）を適正に処理せ

ず、決められた処分場以外の山林、
河川や道路等に捨てたり放置した
りすることをいいます。

不法投棄は法律で禁止されて
いますが、不法投棄した者が
見つからない場合、土地の所
有者や管理者が処分すること
になります。

廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、また、不法廃棄物
を早期に発見し、適正な処理を行うため、各集落監視員が定期
的に担当区域をパトロールし、状況を市に報告しています。

鳥取市廃棄物不法投棄監視員活動中

柵の設置や定期的な雑木・雑草の刈込み等を行い、日々の管
理が行われていることを意識させ、不法投棄されない環境づく
りをめざしましょう！
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